
自 動 車 整 備 請 負 約 款 

 

本自動車整備請負約款（以下、「本約款」といいます。）は、発注者に対し、ＳＧモータース株式会社（以下、「当社」といいます。）が提供する自動車整備請負業務に

適用されます。 

 

（目的） 

第１条 本約款は、本業務に関する契約条件を定めることを目的とします。 

（定義） 

第２条 本約款において用いる用語の意味は、次のとおりとします。 

（１） 「整備請負」とは、次号及び第３号に必要な役務の提供をいいます。 

（２） 「法定点検」とは、道路運送車両法第 48 条に定める定期点検及び整備の実施をいいます。 

（３） 「一般整備」とは、前号以外で当社が受託した整備をいいます。 

（４） 「概算見積額」とは、整備請負に必要な費用を計算した金額で、整備請負の内容によっては少額の増減を生じ得る算定額をいいます。 

（５） 「完成品質」とは、当社が発注者から申し込まれた自動車の整備を実施し、当社の完成検査に合格した状態をいいます。 

（６） 「保証品質」とは、自動車の引渡時点の状態をいいます。 

（適用の範囲） 

第３条 本約款は、別途契約でこれと異なる条件を定める場合を除き、当社が実施する全ての整備請負に適用されます。 

（手続の概要） 

第４条 整備請負に関する手続の概要は、次に記載のとおりです。 

（１） 発注者は、その自動車の所有者又は使用者名義にかかわらず、当社に整備請負をお申し込みいただけます。ただし、発注者が法人である場合は、その代表者又

は代表者が指名する者によるお申し込みが必要です。 

（２） 前号の申込は、当社のサービスセンター担当者が受け付けします。 

（３） 請求書は、当社の請求所管の担当者が、整備請負の完成後に発注者（法人間取引の場合はその代表者）に対し発行します。 

（４） 支払者は、発注者とし、請求時に指定の方法でお支払いいただきます。なお、法人間取引である場合は、当社指定日までにお支払いいただきます。 

（説明） 

第５条 当社は、お申込みを受け付けるに当たり、整備請負内容及びその概算見積額に関し十分な説明をします。 

（申込） 

第６条 発注者は、あらかじめ本約款の遵守を承諾され、概算見積額を確認の上で当社所定の方法でお申込みができます。 

２ 発注者は、次の各号を示して申込を行います。 

（１） 発注日 

（２） 発注者名 

（３） 発注者の住所又は本店所在地 

（４） 申込の内容 

① 法定点検の種類 

② 修復及び整備が必要な事項 

③ 直近の車両事象 

④ 納期 

⑤ 予算条件 

（承諾） 

第７条 当社は、申し込まれた整備請負内容に対応できる場合及び第 15 条に定める拒絶理由に該当しない場合に限り、お申込みを承諾します。 

（費用） 

第８条 整備請負費用の提示は、当社から発注者へ整備請負内容を説明の上、概算見積書の交付をもって行います。 

２ 費用は、整備請負内容の説明の際に示した額又は交付した概算見積書記載の額のいずれか多い額とします。ただし、概算見積書を交付した後、作業過程において

見積金額の変更を伴う整備の必要性が発見された場合には、あらかじめ発注者の承諾を得ているときを除き、発注者に対し追加整備の内容及び変更後の見積りにつ

いてご説明し、ご承諾を得た上で作業します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報告） 

第９条 当社は、整備請負完了後、引渡時に整備請負内容の完成品質をご報告します。 

（引渡し） 

第１０条 当社は、整備項目及び前条の内容をご説明の上、当社所定の引渡方法でお引渡しします。 

２ 当社が前項の引渡しの準備を完了し、その提供をしているにもかかわらず、発注者が受取りを拒み又は受け取ることができない場合は、当社は遅滞の責を負いません。 

３ 前項の場合、当社は、当該自動車について自己の物と同一の注意をもって保管することで足り、発注者は、当社に対しその保管等に要した費用を弁償するものとしま

す。 

（請求） 

第１１条 当社は、請求書に整備請負の受付日を記載の上、引渡時に発注者に対して交付又は送達します。請求日は、発注者の事務手続にかかわらず、完成品質で引渡

しできることを発注者に対して連絡した日付とします。 

２ 事故による保険請求が必要となる場合、当該自動車の引渡時までに相手方との示談及び保険会社との協定が完了していない場合、その理由の如何にかかわらず、

請負費用の全額は発注者への請求とします。 

（支払） 

第１２条 発注者は、第 10 条に定める引渡しの完了後、当社に対し、前条の請求書に記載の金額をお支払いいただきます。ただし、法人間取引である場合、請求時に当社

指定の方法でお支払いいただきます。 

（遅延損害金） 

第１３条 発注者が代金の支払を遅延した場合は、遅延の日の翌日から完済の日まで、その残高に対し、民法の法定利率による遅延損害金を当社にお支払いいただきます。 

（個人情報の取扱い） 

第１４条 当社は、整備請負の過程において取得した個人情報を、法令及び当社個人情報保護方針に従い利用することができます。 

（引受の拒絶） 

第１５条 当社は、反社会的勢力、これらの密接交際者及び過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行った履歴のある者など（以下、「暴力団等

反社会的勢力」という。）に該当しないこと、並びに整備請負の期間中、これらに該当しないことの確約をいただけない申込みは、お引受けできません。 

２ 当社は、申込み後に発注者が暴力団等反社会的勢力に該当することが判明した場合、以後の履行を拒絶し、及び本約款に基づく契約を無催告で解除できるものと

します。 

３ 不正な改造がある自動車に関する整備請負の申込みは、お引受けできません。 

（契約不適合事項） 

第１６条 当社は、発注者から引渡後に無償修理の要望を受けた場合、次の各号の全てに該当する保証品質の変化と認めるときは、契約の不適合として無償で再整備をし

ます。（当社以外で他の整備、改造等を行っている場合を除きます。） 

（１） 引渡後に整備請負内容の保証品質が変化し、当社がその原因を消耗、摩耗又は経年変化の影響でないと確認できるとき 

（２） 直近の整備が当社であるとき 

（３） 完成品質に関する車両品質の要望であるとき 

（４） 通常の使用において保証品質が変化したとき 

（５） 音や振動が、客観的な数値から異常であると認められ、かつ、再現性があるとき 

（６） 自然災害その他の不可抗力による外部圧力等の影響ではないと認められるとき 

２ 前項の定めにかかわらず、発注者は、保証品質の変化で車両の使用ができないことで生じる費用を請求することはできません。 

（合意管轄裁判所） 

第１７条 本約款に関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

 

 

２０２１年１1 月      SG モータース株式会社 


